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す い た 市 議 会 だ よ り

政
府
等
へ
意
見
書

　
次
の
意
見
書
案
1
件
を
可
決
し
、

政
府
等
に
送
付
し
ま
し
た
。

◇�

防
災
・
減
災
体
制
再
構
築
推
進

基
本
法
（
防
災
・
減
災
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
基
本
法
）
の
制
定
を

求
め
る
意
見
書

　
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
今

後
予
想
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等

の
大
規
模
地
震
や
、
大
規
模
か
つ
異
常
な

自
然
災
害
に
備
え
て
、
国
民
の
生
命
、
財

産
を
守
る
た
め
に
防
災
・
減
災
体
制
の
再

構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
集
中
的

に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
理
念
や
基
本
方

針
、
財
源
確
保
策
を
明
確
に
定
め
た
基
本

法
を
制
定
し
、
国
を
挙
げ
て
加
速
度
的
に

進
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
以
上
の

内
容
を
盛
り
込
ん
だ
防
災
・
減
災
体
制
再

構
築
推
進
基
本
法
を
早
期
に
制
定
す
る
よ

う
強
く
求
め
る
。�

（
賛
成
多
数
）

委
員
会
提
出
議
案

　
次
の
条
例
案
等
２
件
が
議
会
運
営

委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◇
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
委

員
の
任
期
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◇
会
議
規
則
の
一
部
改
正

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本

会
議
に
お
け
る
公
聴
会
の
開
催
手
続
き
、

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る

関
係
者
等
の
決
定
及
び
参
考
人
の
招
致
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

��

条
例
案
２
件
が
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
、

そ
の
う
ち
１
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◇�

政
務
調
査
費
交
付
条
例
の
一
部

改
正

�
（
提
出
者　
和
田
議
員
ほ
か
５
人
）

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
名

称
を
政
務
調
査
費
か
ら
政
務
活
動
費
へ
変

更
し
、
所
要
の
規
定
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
政
務
活
動
費
を
充
て
る
こ
と
の
で
き

る
経
費
の
区
分
を
拡
充
し
、
要
請
・
陳
情

活
動
費
、事
務
所
費
を
加
え
る
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
）

　
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
、
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
名
称
を
政
務
調
査
費

か
ら
政
務
活
動
費
へ
変
更
し
、
所
要
の
規

定
整
備
を
行
お
う
と
す
る「
政
務
調
査
費
交

付
条
例
の
一
部
改
正
案
」（
提
出
者　
村
口

議
員
ほ
か
３
人
）
が
提
出
さ
れ
ま
し
た

が
、
右
の
条
例
案
が
可
決
さ
れ
た
た
め
、

議
決
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

　
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
主

な
議
案
に
つ
い
て
、
審
査
し
た
内
容

の
一
部
（
主
な
質
疑
項
目
、
意
見
の

概
要
）
を
お
伝
え
し
ま
す
。

財

政

総

務

個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
情
報
公
開

条
例
の
一
部
改
正�（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
９
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

個
人
情
報
保
護
審
議
会
及
び
情
報
公
開

運
営
審
議
会
の
委
員
の
定
数
や
構
成
の

在
り
方
な
ど
の
見
直
し
の
検
討

○�

部
内
で
の
十
分
な
議
論
が
な
い
ま
ま
両

審
議
会
の
委
員
か
ら
議
員
を
外
そ
う
と

す
る
理
由

○�

両
審
議
会
に
お
け
る
議
員
の
役
割
を
十

分
に
総
括
、
検
証
し
な
い
ま
ま
、
拙
速

に
進
め
る
こ
と
へ
の
懸
念

○�

両
審
議
会
に
議
員
が
参
画
す
る
こ
と
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト

○�
両
審
議
会
の
委
員
か
ら
議
員
を
外
す
こ

と
に
よ
り
、
議
会
の
監
視
機
能
が
低
下

し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
必
要
性

○�

市
と
議
会
の
二
元
代
表
制
に
矛
盾
が

生
じ
る
と
い
う
理
由
で
す
べ
て
の
審

議
会
の
委
員
か
ら
議
員
を
外
す
こ
と

の
合
理
性

○�

議
員
の
職
務
、
職
責
に
つ
い
て
の
認
識

※
12
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

審
議
会
へ
の
議
員
参
画
の
見
直
し
が
進

む
中
、
両
審
議
会
へ
の
議
員
参
画
ま
で

見
直
す
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

◆
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
二
元
代
表
制
に
矛
盾
が
生
じ
る
と
い
う

理
由
で
の
提
案
だ
が
、
情
報
公
開
運
営
審

議
会
の
審
議
内
容
は
議
会
の
審
議
内
容
と

一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
引
き
続
き
議

員
参
画
が
必
要
で
あ
る
。

文

教

産

業

山
田
ふ
れ
あ
い
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び

勤
労
者
会
館
条
例
の一部
改
正　
　
　

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

使
用
料
の
算
定
根
拠
と
な
る
管
理
運
営

経
費
の
見
直
し

○�

使
用
料
値
上
げ
と
使
用
料
に
係
る
減
免

基
準
の
統
一
化
案
の
実
施
が
利
用
者
に

と
っ
て
二
重
負
担
と
な
る
懸
念

○�

使
用
者
に
大
き
な
影
響
の
あ
る
同
統
一

化
案
の
再
考
の
必
要
性

○�

自
治
会
使
用
を
免
除
対
象
と
し
な
い
同

統
一
化
案
の
妥
当
性

○�

同
統
一
化
案
決
定
に
至
る
議
会
の
関
与

○�

勤
労
者
会
館
の
プ
ー
ル
の
料
金
区
分
が

定
例
会
の
概
要

臨
時
会
の
概
要

各
会
派
の
質
問

意

見

書

常
任
委
員
会
議
決
結
果

要
望
・
陳
情
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市
民
プ
ー
ル
と
同
一
で
な
い
理
由

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�
管
理
運
営
経
費
削
減
に
取
り
組
ん
だ
上

で
の
使
用
料
改
定
の
必
要
性

○�
使
用
料
改
定
に
よ
る
市
民
活
動
後
退
へ

の
懸
念
を
払
拭
す
る
市
民
活
動
促
進
策

○�

設
置
目
的
の
異
な
る
各
施
設
の
減
免
基

準
を
統
一
化
す
る
是
非

○�

施
設
使
用
料
改
定
と
同
統
一
化
案
の
実

施
時
期
を
合
わ
せ
る
必
要
性

○�

同
統
一
化
案
に
お
い
て
、
各
事
由
に
よ

り
適
用
す
る
減
免
割
合
の
柔
軟
な
設
定

※
９
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○�

施
設
の
設
置
目
的
に
適
合
す
る
団
体
に

対
す
る
減
免
の
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
使
用
料
を
大
幅
に
値
上
げ
す
る
条
例
案

で
あ
り
、
減
免
規
定
が
適
用
さ
れ
な
く
な

れ
ば
、
さ
ら
に
大
幅
な
値
上
げ
に
な
る
の

で
、
賛
成
で
き
な
い
。

国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る

産
業
集
積
の
促
進
及
び
産
業
の
国
際

競
争
力
の
強
化
に
係
る
事
業
計
画
の

認
定
並
び
に
市
税
特
例
条
例

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

地
方
税
法
に
抵
触
し
な
い
範
囲
で
の
認

定
を
受
け
た
法
人
の
特
例
措
置
内
容
の

情
報
公
開

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
現
在
一
番
求
め
ら
れ
て
い
る
企
業
支
援

は
、
販
売
を
伸
ば
す
た
め
の
個
人
消
費
の

喚
起
や
仕
事
起
こ
し
の
た
め
の
施
策
等
で

あ
る
。
市
内
の
経
済
活
性
化
や
雇
用
拡
大

の
効
果
も
期
待
で
き
な
い
。

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
条
例
の
廃
止

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

所
期
の
目
的
を
達
成
し
た
と
の
理
由
で

施
設
を
廃
止
す
る
妥
当
性

○�

多
数
の
利
用
者
や
存
続
を
求
め
る
意
見

を
十
分
く
み
取
ら
ず
に
廃
止
す
る
理
由

○�

安
易
な
廃
止
で
は
な
く
、
勤
労
青
少
年

の
新
規
利
用
を
増
や
す
施
策
の
検
討

○�

施
設
廃
止
の
受
け
皿
と
な
る
近
隣
施
設

の
機
能
拡
充

○�
シ
ャ
ワ
ー
室
を
整
備
し
た
ス
ポ
ー
ツ
施

設
へ
の
転
用
や
避
難
施
設
と
し
て
の
活

用
等
の
検
討

○�

利
用
の
多
い
高
齢
者
の
活
動
に
対
す
る

代
替
策
の
検
討

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
勤
労
青
少
年
を
含
め
地
域
住
民
の
利
用

も
多
く
、
施
設
存
続
を
望
む
声
も
多
い
。

ま
た
、
同
ホ
ー
ム
廃
止
後
の
活
用
策
が
全

く
な
い
。
庁
内
や
地
域
と
議
論
し
て
、
今

後
の
施
設
の
方
向
性
を
示
す
必
要
が
あ

り
、拙
速
に
結
論
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
。

※
委
員
会
と
し
て
の
意
見

　
現
在
の
利
用
者
の
受
け
皿
と
な
る
具
体

策
を
速
や
か
に
提
案
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
十
分
尊
重
し
、

安
易
な
土
地
売
却
を
せ
ず
、
転
用
な
ど
を

含
め
た
施
設
活
用
策
を
検
討
さ
れ
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
市
民
体
育

館
の
指
定
管
理
者
の
指
定

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

透
明
性
の
高
い
管
理
運
営
を
図
る
た
め

の
市
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
必
要
性

○�

高
額
な
委
託
契
約
先
と
な
る
体
育
協
会

の
役
員
構
成
の
是
正
指
導

○�

任
意
団
体
の
体
育
協
会
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
体
育
協
会
が
存
在
す
る
問
題

○�

指
定
管
理
者
制
度
の
特
性
を
い
か
し
た

運
営
に
よ
る
利
用
者
利
便
性
の
向
上

○�

指
定
管
理
者
選
考
委
員
が
統
一
し
た
評

価
基
準
で
選
考
す
る
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
指
定
管
理
者

と
し
て
提
案
さ
れ
た
事
業
者
は
、
他
市
の

入
札
で
談
合
を
し
た
と
し
て
過
去
に
指
名

停
止
を
受
け
て
い
る
。こ
れ
を
知
ら
な
か
っ

た
、
過
去
の
こ
と
で
あ
り
法
的
に
問
題
な

い
と
の
市
の
姿
勢
に
疑
問
を
感
じ
る
。

市
民
プ
ー
ル
、
武
道
館
、
総
合
運
動

場
の
指
定
管
理
者
の
変
更

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�
共
同
事
業
体
に
お
け
る
業
務
分
担
を
選

考
段
階
で
明
示
さ
せ
る
必
要
性

○�

管
理
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
と
い
う
施
設
管

理
公
社
の
業
務
内
容
へ
の
疑
問

○�

同
公
社
と
体
育
協
会
の
共
同
事
業
体
と

し
て
施
設
管
理
を
行
う
必
要
性
の
有
無

○�

地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
貢
献
す
る
体

育
協
会
を
い
か
す
指
定
管
理
者
制
度
の

在
り
方
の
検
討

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
単
独
の
指
定
管
理
者
と
な
る
体
育
協
会

理
事
に
は
、
市
長
の
後
援
会
役
員
が
お

り
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
を
巡
る
随
意
契

約
の
発
注
先
企
業
役
員
も
元
体
育
協
会
理

事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
市
長
が
名
誉
顧

問
で
あ
る
同
協
会
を
指
定
管
理
者
と
す
る

の
は
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算
中
所
管
分

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

今
後
の
段
階
的
な
消
費
税
率
引
き
上
げ

を
見
込
ん
で
指
定
管
理
業
務
の
債
務
負

担
行
為
限
度
額
を
算
定
す
る
理
由

○�

地
元
要
望
に
応
じ
た
山
手
地
区
公
民
館

の
整
備

山手地区公民館の建設予定地
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福

祉

環

境

地
方
独
立
行
政
法
人
市
立
吹
田
市
民

病
院
定
款�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

地
方
独
立
行
政
法
人
化
に
よ
っ
て
目
指

す
方
向
性
等
を
明
確
に
示
す
必
要
性

○�

市
民
の
信
頼
を
得
る
こ
と
等
を
念
頭
に

置
い
た
職
員
の
意
識
改
革
の
必
要
性

○�

職
員
の
職
の
種
類
、
職
務
等
に
関
す
る

規
程
の
検
討
状
況

○�

議
会
の
関
与
が
減
り
、
市
民
代
表
で
あ

る
議
員
の
意
見
が
反
映
さ
れ
に
く
く
な

る
こ
と
へ
の
懸
念

○�

公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ

れ
た
地
方
独
立
行
政
法
人
以
外
の
経
営

形
態
を
選
択
し
な
か
っ
た
理
由

○�

地
方
独
立
行
政
法
人
化
後
も
、
不
採
算

部
門
の
医
療
を
継
続
し
、
公
的
責
任
を

果
た
す
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
市
民
の
声
を
代
弁
す
る
議
会
の
関
与
が

大
幅
に
削
ら
れ
、
市
民
の
声
が
反
映
さ
れ

な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
地
方

公
営
企
業
法
全
部
適
用
後
、
黒
字
経
営
を

し
て
お
り
、
現
時
点
で
経
営
改
善
を
理
由

に
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
化
は
正
当
で

な
い
。
安
全
、
安
心
な
医
療
や
不
採
算
部

門
の
医
療
の
今
後
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、

他
市
の
状
況
な
ど
も
踏
ま
え
議
論
す
る
必

要
が
あ
り
、
拙
速
に
す
べ
き
で
な
い
。

地
方
独
立
行
政
法
人
市
立
吹
田
市
民

病
院
評
価
委
員
会
条
例

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

病
院
経
営
に
市
民
意
見
を
適
切
に
反
映

さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
地
方
独
立
行
政
法
人
化
に
は
、
議
会
の

関
与
が
大
幅
に
縮
小
す
る
こ
と
、
現
状
で

も
黒
字
経
営
で
あ
り
、
経
営
形
態
の
変
更

に
納
得
で
き
る
特
段
の
理
由
が
な
い
こ

と
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
あ
り
き
で
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
職
員
の
身
分
、
労
働
条
件

が
大
幅
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
職
員

団
体
と
の
協
議
も
整
っ
て
い
な
い
こ
と
な

ど
を
指
摘
し
反
対
し
た
の
で
、
本
案
に
も

反
対
す
る
。

建

設

道
路
法
施
行
条
例
、
都
市
公
園
法
施

行
条
例
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
移

動
等
円
滑
化
促
進
法
施
行
条
例　
　

�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�

条
例
制
定
の
メ
リ
ッ
ト

○�

市
独
自
の
規
定
を
設
け
ず
、
国
の
定
め

た
基
準
ど
お
り
に
条
例
制
定
す
る
こ
と

の
是
非

○�

他
の
条
例
や
指
針
等
と
の
整
合
性

○�

市
民
の
意
識
啓
発
を
図
り
、
市
民
意
見

等
を
積
極
的
に
条
例
に
反
映
し
て
い
く

必
要
性

　
︿
意
見
の
概
要
﹀

　
市
が
抱
え
る
課
題
等
に
も
対
応
で
き
る

よ
う
に
、
条
例
の
見
直
し
も
含
め
、
市
民

の
思
い
の
込
も
っ
た
制
度
の
構
築
や
計
画

等
の
見
直
し
を
き
ち
っ
と
進
め
る
と
い
う

答
弁
に
免
じ
、
本
案
を
認
定
す
る
。

財
産
の
交
換�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○�
大
阪
府
タ
ウ
ン
管
理
財
団
が
近
隣
住
民

に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
必
要
性

○�
千
里
南
地
区
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
地

域
の
歴
史
や
文
化
等
を
踏
ま
え
、
市
の

責
任
で
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
必
要
性
及

び
千
里
市
民
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
活
用

○�

（
仮
称
）
南
千
里
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開

発
手
続
の
進
捗
状
況

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
今
回
の（
仮
称
）南
千
里
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
開
発
が
、
大
阪
府
タ
ウ
ン
管
理
財
団

が
出
し
て
い
る
千
里
南
地
区
セ
ン
タ
ー
リ

ザ
ー
ブ
ゾ
ー
ン
整
備
事
業
の
土
地
利
用
条

件
に
か
な
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
十

分
に
確
認
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状

況
の
中
で
、
市
民
を
孤
立
さ
せ
る
よ
う
な

議
決
だ
け
は
す
べ
き
で
な
い
。

　

２　
リ
ザ
ー
ブ
ゾ
ー
ン
整
備
事
業
は
、

地
区
セ
ン
タ
ー
全
体
に
悪
影
響
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
村む

ら

野の

藤と
う

吾ご

氏
設
計
の
千
里

市
民
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
建
物
を
そ
の
ま
ま

利
用
す
る
形
で
公
共
施
設
を
整
備
す
べ
き

で
あ
る
。

取り壊しされる千里市民センタービル

地方独立行政法人化が決定した市民病院

定
例
会
の
概
要

臨
時
会
の
概
要

各
会
派
の
質
問

意

見

書

常
任
委
員
会
議
決
結
果

要
望
・
陳
情


